
一般財団法人 労災サポートセンター 

愛知労災特別介護施設長候補者の公募について 

 

１．公募を実施する法人 

 一般財団法人 労災サポートセンター 

 

２．公募する施設長候補者の勤務施設等 

 愛知労災特別介護施設（通称：ケアプラザ瀬戸） 施設長 １名 

 （愛知県瀬戸市山手町２９４-５） 

 

３．採用予定日 

 令和８年６月１日 

 

４．職務内容 

 施設長（常勤）の職務内容の詳細、待遇等は、職務内容書をご覧ください。 

 

５．選考の視点 

 職務内容書において求める資格、経験等を踏まえ、労災特別介護施設の施設

長としての適格性を有しているかどうかを総合的に判断します。 

 

６．選考方法 

（１）一次選考（書類審査） 

 一次選考終了後、令和８年４月中旬頃に、応募者全員に合否結果をご連

絡します。 

 

（２）二次選考（面接審査） 

 一次選考合格者に対し、令和８年４月下旬頃に、愛知労災特別介護施設

において面接を行う予定ですが、詳細は一次選考合格者に個別にご連絡し

ます。 

 二次選考終了後、二次選考を受けた方全員に合否結果をご連絡します。 

 

（３）施設長への任命手続 

 二次選考合格者は、一般財団法人労災サポートセンター会長から令和８

年６月１日をもって施設長に任命される予定です。 

 

７．応募方法 

（１）公募期間 

令和８年３月１３日（金）～４月１０日（金） 



 

（２）応募資格経験等 

職務内容書をご覧ください。 

 

（３）応募書類 

○履歴書 

・ 最近３か月以内に撮影した顔写真を貼付のこと。 

・ 学歴は、義務教育終了の後から年代順に記入のこと。 

・ 職歴は、会社（または法人）名、所属部課名、役職、職務内容等を

記入のこと。 

・ 連絡用の電話番号（携帯電話番号でも可）を記入のこと。 

 

○自己アピール文書 

Ａ４縦長（横書き） ２枚（２，０００字）程度 

 

ⅰ ご自身の知識、能力、経験、実績等を踏まえ、応募した動機、理由 

ⅱ 応募した職務に関連した提言、抱負等 

ⅲ 応募した職務に自らが適任であり、優れていると考えられる点を 

中心に、簡潔に作成のこと。 

 

（４）応募書類の提出期限 

令和８年４月１５日（水）必着 

 

８．応募書類送付先 

  〒１０２－００７３ 

  東京都千代田区九段北４丁目１番３号 飛栄九段北ビル１０階 

   一般財団法人労災サポートセンター 

   ※ 応募書類は日本語で作成してください。 

   ※ 応募書類は一つの封筒に入れて、必ず一般書留により提出期限までに到

着するように郵送してください。また、封筒には、「愛知施設長応募書類

在中」と朱書きしてください。 

   ※ Ｅメールによる応募は受け付けません。 

 

９．応募に関する問合せ 

    一般財団法人労災サポートセンター総務部（岩瀬、小田） 

    電話番号 ０３－６８３４－２５３８ 

         ０３－６８３４－２５３２ 

 



10．その他 

・ 審査の過程に関するご質問につきましては、一切お答えできません。 

・ 応募書類の返却はいたしません。 

・ 応募にかかる費用は、全額応募者負担とします。 

・ ご提出いただいた応募書類に記載されている個人情報は、本公募のみに使

用し、他の目的で使用することはありません。  



職務内容書 

 

【求められる人材のイメージ等】 

 施設長は、労災特別介護施設（以下「施設」という。）の長として、施設の事務

を取り扱い管理するとともに、看護師、介護士など６職種で構成される４５名ほど

の職員を指揮監督しながら、労働災害によりせき髄損傷などの重度の障害を負われ

た入居者への専門的介護を３６５日２４時間体制で提供する職務を担います。 

 このように、施設長においては、施設の最高責任者として、施設全般の運営及び

管理を行うという特性上、入居者が満足できるような介護サービスの提供の実現に

向け、リーダーシップを発揮して職員を指導していくこと、介護福祉に関する知識

のほか、施設の人事・労務管理、会計・経理及び対外折衝等に関する十分な知識、

経験を有する人格高潔な人材を求めています。 

 

１．法人名 

   一般財団法人 労災サポートセンター 

 

２．法人及び施設の業務概要 

   一般財団法人労災サポートセンターのホームページをご覧ください。 

  （https://www.rousaisc.or.jp） 

 

３．募集年齢 

   ６０歳以上 

 

４．職務内容 

（1）法人及び施設の運営理念に基づく介護サービスの計画と提供、施設全体

の業務に関する総合調整 

（2）関係の官庁、団体、地域などとの折衝業務 

（3）以下の業務の統括 

  ① 総務・会計業務 

     施設運営計画の策定と進行管理、人事・労務管理、会計・経理、関

係機関等との連絡調整、入居者等からの苦情・要望への対応 

  ② 援護関係業務 

 労災病院、地元協力病院等との連絡調整、地域住民との交流の企

画・統括、入居者のための行事・催し物等の立案 

  ③ 介護関係業務 

 施設介護方針の策定、個人別介護方針の策定、介護の実施、入居者

の健康管理、介護職員の勤務体制等 

 



    ④ 入居促進業務 

       入居希望者の把握、調査、入居促進に係る広報その他入居を促進す 

るための業務 

 

５．必要な資格・経験等 

   ○ 以下のいずれかの要件を満たす者 

（１）社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者又はこれ 

   らと同等以上の能力を有すると認められる者 

例：社会福祉法第１９条第１項１号 

大学や短期大学において厚生労働大臣が指定する科目のうち 

３つ以上を履修して卒業した者（指定科目の例＝社会福祉概論、 

法律学、経済学、社会学、心理学、教育学など） 

（２）障害者支援施設、養護老人ホームを経営する事業その他社会福祉 

法第２条に定める社会福祉事業に２年以上従事した者又はこれら 

と同等以上の能力を有すると認められる者 

○ 組織の運営、人事・労務管理、会計・経理及び対外折衝等に関する十分 

な知識、経験を有すること。 

○ 施設の主要業務の趣旨と現状を十分に理解し、その課題の発見・解決を

図るために必要な素養として、労災補償制度及び労災傷病に関する一般

的な知識を備えていること。 

○ 人格高潔で、高い倫理を保持できること。 

○ 心身ともに健康であること。 

 

６．勤務条件 

 （1）勤 務 形 態  常勤 

 

 （2）勤 務 地  愛知労災特別介護施設（ケアプラザ瀬戸）  

         （愛知県瀬戸市山手町２９４-５） 

           施設内に宿舎あり 

  

 （3）勤務時間等  「職員就業規則」による 

           勤務時間は８時３０分から１７時３０分 

           休憩時間は１２時から１３時 

 

 （4）給 与  月額 374,800円 

           管理職手当 72,900円 

           地域手当 26,862円 

           その他の手当は当財団職員給与規程による 



 

               

 （5）定 年  満６５歳に到達した日の属する年度の末日 

 

 （6）福 利 厚 生  健康保険、厚生年金保険、労働保険、健康診断（年１回） 

 

 （7）危 機 管 理   施設において緊急事態が発生した場合には２４時間体制

での勤務や緊急招集がある 

 

 （8）そ の 他  当財団の規程等に定めるところによる 


